
 

 

 

提案書評価基準 

 

１ 基本的な評価事項 

プロポーザルを特定するための評価項目は、表１のとおり。 

 

２ 評価方法 

(１) 各評価項目について、表１「提案書評価項目」を参照し、次のように評価を行う。 

ア 「提案者の実施体制・スケジュール・業務実績・言語能力」にかかる評価項目は、

項目内容に応じて、10 点、10 点、10 点、10 点、5 点とし、計 45 点の配点とする。 

イ 「業務内容に関する提案内容」にかかる評価項目は、項目内容に応じて、15 点、

15 点、15 点、10 点とし、計 55 点の配点とする。 

ウ 「ワーク・ライフ・バランスに関する取組」にかかる評価項目は、項目内容に応じ

て、各１点とし、計５点の配点とする。 

 

(２) 各評価項目について、表２「評価の視点」を参照し、次のように評価を行う。 

 ア 「提案者の実施体制・スケジュール・業務実績・言語能力」にかかる評価項目は、

５項目とし、それぞれＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの５段階評価を行う。 

  イ 「業務内容に関する提案内容」にかかる評価項目は、４項目とし、それぞれＡ，

Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの５段階評価を行う。 

  ウ 「企業としての取組」にかかる評価項目は、５項目とし、Ａまたは該当なしの２

段階評価を行う。 

  エ 提案内容は、それぞれの配点に、換算した評価（Ａ＝５／５、Ｂ＝４／５、Ｃ＝

３／５、Ｄ＝２／５、Ｅ＝１／５とする。）を乗じて算出する。 

 

(３)評価委員の評価の平均点数(「企業としての取組」の配点を除く 100 点満点)の 

３／５(60 点)以上を合格点とし、もっとも平均点が高い者を特定者とする。 

 

(４)採点が同点の場合は、評価項目のうち、「業務内容等にかかる提案内容」の評価の

平均点が高い提案をプロポーザルの上位者とする。これも同点の場合は、「業務内容

等にかかる提案内容」の中の【「(3) シティネット SDGs 分科会セミナー開催」につい

て、過去の開催実績等を参考に、上記セミナーをはじめ、フォーラム期間中の取組や

アクティビティに関し、会員都市とのネットワーク強化に資する効果的かつ具体的な

内容が示されているか。また、提案者独自の工夫があるか。】に関する評価の平均点が

高い方の提案をプロポーザルの上位者とする。それでも決しない場合は評価委員長が

第一順位を決定する。 

 



（表１）　　提案書評価項目

配点
評価の
換算式

45

10

10

10

10

5

55

15

15

15

10

100

評価
（A～E)

評価点

１　提案者の実施体制・スケジュール・業務実績・言語能力

「(2) 横浜市の取組に関する広報活動の支援」について、横浜市のSDGsや国際協力等に関す
る取組として、紹介するに相応しい取組が例示されているとともに、発信するに相応しい国際会
議等が提案されているか。また、提案者独自の工夫があるか。

「(3) シティネットSDGs分科会セミナー開催」について、過去の開催実績等を参考に、上記セミ
ナーをはじめ、フォーラム期間中の取組やアクティビティに関し、会員都市とのネットワーク強化
に資する効果的かつ具体的な内容が示されているか。また、提案者独自の工夫があるか。

「(3) シティネットSDGs分科会セミナー開催」について、過去の開催実績等を参考に、現時点で
の関係者毎の想定される役割や対応事項が明確に示されており、効率的な準備、運営が見込
まれるか。また、提案者独自の工夫があるか。

２　業務内容に関する提案内容

小計（満点：100点）

統括責任者は、本委託業務を遂行するにあたり、十分な経験を有しているか。

現場担当者は、本委託業務を遂行するにあたり、十分な経験を有しているか。

実施スケジュールは適切かつ現実的なものとなっているか。

本委託業務遂行にあたり、日本語及び英語の両言語にて対応可能な体制になっているか。ま
た、国内外の関係者との調整や情報収集を円滑に行える体制を有しているか。

「(1) シティネット会員都市のSDGs達成に向けた取組支援」について、一連の取組に係る具体
的な方法や、ターゲット、候補等の提案が示されているか。また、提案者独自の工夫があるか。

評価項目

実施体制には、必要な要員数が提案されているか。



配点
評価の
換算式

5

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定し、労働局に届
け出ているか(従業員100人以下の場合のみ加算) 。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画
の策定をし、労働局に届け出ているか（従業員100人以下の場合のみ加算）。

次世代育成支援対策推進法による認定の取得をしている(くるみん、プラチナくるみ
ん、トライくるみん)、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認
定の取得をしている（えるぼし・プラチナえるぼし）、又は、よこはまグッドバランス企業
認定の取得をしているか。

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定を取得している
か。

障害者
雇用に関
する取組

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.5%を達成している(従業員40.0人以上)、
又は、障害者を１人以上雇用しているか(従業員40.0人未満)。

1

健康経
営に関す
る取組

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法人）の取得、又は、横
浜健康経営認証のクラスAAA若しくはクラスAAの認証を受けているか。

1

脱炭素
化に関す
る取組

脱炭素取組宣言制度実施要綱に基づき、脱炭素取組宣言を行っているか（支店、
営業所、事務所等の宣言を含む）。

1

SDGsの
取組

横浜市SDGs認証制度‟Y-SDGs”にて認定を取得しているか。 1

5

105

左記認定
のいずれ
か１つ以
上を取得
していれ
ば１点

総合評価

小計（満点：５点）

評価項目
評価

（Aまたは
該当なし)

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンスに関
する取組

評価点

３　企業としての取組



 
 

 (表２) 評価の視点          

 

 

評価項目 評価の着目点 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

提
案
者
の
実
施
体
制
・
ス
ケ
ジ
䣻
䤀
ル
・
業
務
実
績
・
言
語
能
力 

実施体制には、必要な要員数が提

案されているか。 

実施体制が
極めて優れ
ている。 

実施体制
が優れて
いる。 

妥当であ
る。 

実施体制
が一部不
適切であ
る。 

妥当で な
い又は 該
当する 記
載 が な
い。 

統括責任者は、本委託業務を遂行

するにあたり、十分な経験を有し

ているか。 

類似業務の
豊富な実績
を有してい
る。また、本
業務に専ら
専念して従
事すること
ができる。 

類似業務
の実績を
有してい
る。本業務
に概ね注
力して従
事するこ
とができ
る。 

妥当であ
る。 

経験が不
足してい
る、また
は、従事体
制が不適
切である。 

妥当で な
い又は 該
当する 記
載 が な
い。 

現場担当者は、本委託業務を遂行

するにあたり、十分な経験を有し

ているか。 

類似業務の
豊富な実績
を有してい
る。また、本
業務に専ら
専念して従
事すること
ができる。 

類似業務
の実績を
有してい
る。本業務
に概ね注
力して従
事するこ
とができ
る。 

妥当であ
る。 

経験が不
足してい
る、また
は、従事体
制が不適
切である。 

妥当で な
い又は 該
当する 記
載 が な
い。 

実施スケジュールは適切かつ現

実的なものとなっているか。 

適切 で あ
り、体制が
極めて優れ
ている。 

適切であ
り、実施体
制が優れ
ている。 

妥当であ
る。 

本業務の
遂行に疑
問がある。 

本業務の遂
行に不適で
ある又 は
該当す る
記載が な
い。 

本委託業務遂行にあたり、日本語

及び英語の両言語にて対応可能

な体制になっているか。また、国

内外の関係者との調整や情報収

集を円滑に行える体制を有して

いるか。 

十分かつ極
めて優れた
体制がとな
っている。 

優れた体
制となっ
ている。 

妥当であ
る。 

一部不適
切な体制
である。 

妥当で な
い又は 該
当する 記
載 が な
い。 

  



 
 

 

 

評価項目 評価の着目点 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

業
務
内
容
に
関
す
る
提
案
内
容 

「(1) シティネット会員都市の

SDGs 達成に向けた取組支援」につ

いて、一連の取組に係る具体的な

方法や、ターゲット、候補等の提

案が示されているか。また、提案

者独自の工夫があるか。 

提案者独自
の極めて有
効な工夫や
提案がみら
れる。 

提案者独
自の工夫
や提案が
みられる。 

妥当であ
る。 

工夫が少
ない。 

妥当で な
い又は 該
当する 記
載 が な
い。実 現
不可能 な
内容で あ
る。 

「(2) 横浜市の取組に関する広

報活動の支援」について、横浜市

の SDGs や国際協力等に関する取

組として、紹介するに相応しい取

組が例示されているとともに、発

信するに相応しい国際会議等が

提案されているか。 

また、提案者独自の工夫がある

か。 

横浜 市 の
SDGs に関
する取組や
発信する国
際会議等に
ついて適当
なものが例
示されてお
り、かつ提
案者独自の
工夫 も 含
め、高い発
信効果が見
込まれる。 

横浜市の
SDGs に関
する取組
や発信す
る国際会
議等につ
いて適当
なものが
例示され
ており、一
定の発信
効果が見
込まれる。 

妥当であ
る。 

横浜市の
SDGs に関
する取組
や発信す
る国際会
議等につ
いて妥当
性を欠く。 

妥当で な
い又は 該
当する 記
載 が な
い。実 現
不可能 な
内容で あ
る 

「(3) シティネット SDGs 分科会

セミナー開催」について、過去の

開催実績等を参考に、上記セミナ

ーをはじめ、フォーラム期間中の

取組やアクティビティに関し、会

員都市とのネットワーク強化に

資する効果的かつ具体的な内容

が示されているか。また、提案者

独自の工夫があるか。 

提案者独自
の極めて有
効な工夫や
提案がみら
れる。 

提案者独
自の工夫
や提案が
みられる。 

妥当であ
る。 

工夫が少
ない。 

妥当で な
い又は 該
当する 記
載 が な
い。実 現
不可能 な
内容で あ
る 

「(3) シティネット SDGs 分科会

セミナー開催」について、過去の

開催実績等を参考に、現時点での

関係者毎の想定される役割や対

応事項が明確に示されており、効

率的な準備、運営が見込まれる

か。また、提案者独自の工夫があ

るか。 

提案者独自
の工夫もみ
られ、効率
的な準備、
運営が期待
できる。 

効率的な
準備、運営
が期待で
きる。 

妥当であ
る。 

効率的な
準備、運営
には疑問
がある。工
夫が少な
い。 

妥当で な
い又は 該
当する 記
載 が な
い。実 現
不可能 な
内容で あ
る。 



 
 

 
評価項目 評価の着目点 

評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

企
業
と
し
て
の
取
組 

ワーク・ラ 

イフ・バラ

ンス に関

する取組 

次世代育成支援対策推進法に基

づく一般事業主行動計画の策定

し、労働局に届け出ている(従業

員 100 人以下の場合のみ加算)。  

左記認定のいず
れか１つ以上を
取得している。 

    

女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律に基づく一般

事業主行動計画の策定をし、労働

局に届け出ているか（従業員 100

人以下の場合のみ加算）。 

    

次世代育成支援対策推進法によ

る認定の取得をしている(くるみ

ん、プラチナくるみん、トライく

るみん)、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律に基

づく認定の取得をしている（える

ぼし・プラチナえるぼし）、又は、

よこはまグッドバランス企業認

定の取得をしている。 

    

青少年の雇用の促進等に関する

法律に基づくユースエール認定

の取得をしている。 

    

障 害 者 雇

用 に 関 す

る取組 

障害者雇用促進法に基づく法定

雇用率 2.5％を達成している（従

業員 40.0 人以上）、又は障害者を

１人以上雇用している（従業員

40.0 人未満）。 

策定している。     

健 康 経 営

に 関 す る

取組 

健康経営銘柄、健康経営優良法人

（大規模法人・中小規模法人）の

取得、又は、横浜健康経営認証の

クラス AAA 若しくはクラス AA の

認証を受けているか。 

取得している。     

脱 炭 素 化

に 関 す る

取組 

脱炭素取組宣言制度実施要綱に

基づき、脱炭素取組宣言を行っ

ているか（支店、営業所、事務

所等の宣言を含む）。 

行っている。 

    

SDGs の取

組 

横浜市 SDGs 認証制度‟Y-SDGs”に

て認定を取得しているか。 
取得している。 
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